
名張市手話その他コミュニケーション手段に関する施策の推進に関する条例 

言語は、お互いの考えや気持ちを伝え合い、理解し合う上で欠かすことのできないものです。 

さらに言語は、知識の蓄積を可能にし、文化の創造を促し、人類の発展に大きく寄与してきま

した。 

手話は、視覚的に表現されるろう者の言語であり、ろう者のコミュニケーションにとって必

要不可欠なものでありますが、かつては言語として認められておらず、手話を使用することが

できる環境が整えられていませんでした。そのため、多くのろう者は、必要な情報を得ること

も十分なコミュニケーションをとることもできず、不便や不安を感じながら生活してきました。 

障害者の権利に関する条約（平成２６年条約第１号）は、「言語」を「音声言語及び手話そ

の他の形態の非音声言語」と定義し、手話その他の形態の非音声言語が言語として国際的に認

められました。また、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）は、全て障害者は、可能な限

り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される

とともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られるよう規定 

しています。 

しかしながら、現状は、依然として、障害のある人にとって、障害の特性に応じたコミュニ

ケーション手段の選択の機会が十分に確保されていない状況にあり、地域社会において、日常

的に不便や不安を感じている人も少なくありません。 

ここに本市は、このような状況を踏まえ、音声言語のみならず手話その他の形態の非音声言

語も言語であるとの認識に基づき、手話その他コミュニケーション手段に関する施策の基本と

なる事項を定め、手話その他コミュニケーション手段に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現に寄与するために、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、音声言語のみならず手話その他の形態の非音声言語も言語であるとの認

識に基づき、手話その他コミュニケーション手段についての基本理念を定め、市の責務及び

市民等の役割を明らかにするとともに、手話その他コミュニケーション手段に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、手話その他コミュニケーション手段に関する施策を総

合的かつ計画的に推進し、もって障害のある人がその障害の特性に応じたコミュニケーショ

ンの手段を利用しやすい生活環境を構築し、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）コミュニケーション 人々が相互に情報を伝達し、意思疎通を行い、気持ちや心を通わ

せて理解し合うことをいう。 



（２）障害のある人 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機

能の障害（以下「障害」と総称する。）がある人であって、障害及び社会的障壁（障害の

ある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制

度、慣行、観念その他一切のものをいう。）により継続的に日常生活又は社会生活に相当

な制限を受ける状態にあるものをいう。 

（３）手話その他コミュニケーション手段 手話、音訳、要約筆記、筆談、字幕、点字、触手

話、指点字、平易な表現、絵図、記号、身振り、手振り、重度障害者用意思伝達装置、パ

ーソナルコンピュータ等の情報機器その他の障害のある人が情報を取得し、及びコミュニ

ケーションを行う際に必要な手段として利用されるものをいう。 

（４）市民等 市内で住み、働き、学ぶ者等並びに市内で活動する事業者及び団体をいう。  

（５）コミュニケーション支援者 手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者、要約筆記奉仕員、

点訳者、音訳者（朗読者を含む。）及び盲ろう者通訳・介助員並びに知的障害者、発達障

害者等への伝達補助等を行う支援者をいう。 

（基本理念） 

第３条 手話の普及は、手話が独自の言語体系と歴史的背景を有する文化的所産であると理解

されることを基本として行われなければならない。 

２ 全ての手話その他コミュニケーション手段の選択と利用の機会の確保は、障害の有無にか

かわらず、相互の違いを理解し、その個性と人格とを互いに尊重することを基本として行わ

れなければならない。 

３ 手話その他コミュニケーション手段を利用する人が有している、障害の特性に応じてコミ

ュニケーションを円滑に図る権利は、最大限尊重されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及を図

るとともに、障害のある人における手話その他コミュニケーション手段による情報の取得及

びコミュニケーションの円滑化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 

（市民等の役割） 

第５条 市民等は、第３条に規定する基本理念にのっとり、社会において音声言語のみならず

手話その他の形態の非音声言語も言語であると認識されていること並びに障害のある人が情

報を取得し、及びコミュニケーションの手段を選択して利用する機会の確保が、障害のある

人の日常生活及び社会生活にとって必要不可欠であることを理解し、前条の規定に基づく市

の施策に協力するよう努めるとともに、コミュニケーション支援者と連携して障害のある人

が必要な手話その他コミュニケーション手段を利用できるよう、合理的配慮（障害のある人

が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確

保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの

であり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。）に努めるものとする。 



（施策の推進方針等） 

第６条 市は、第４条の規定に基づき、次に掲げる事項に係る施策を推進するための方針を定

めるよう努めるものとする。 

（１） 手話その他コミュニケーション手段に対する理解及び手話その他コミュニケーション 

手段に関する普及啓発を図るための施策（次号に掲げる施策を除く。） 

（２） 学校教育における手話その他コミュニケーション手段に対する理解及び手話その他コ 

ミュニケーション手段に関する普及啓発を図るための施策 

（３）市民等が手話その他コミュニケーション手段による意思疎通や情報を得る機会の拡大の

ための施策 

（４）市民等が意思疎通の手段として手話その他コミュニケーション手段を選択することが容

易にでき、かつ、利用しやすい生活環境の構築のための施策 

（５）コミュニケーション支援者の配置の拡充及び処遇改善など、コミュニケーション支援者

のための施策  

（６）前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 

２ 市長は、手話その他コミュニケーション手段に関する施策の実施状況を公表するとともに、

不断の見直しをしなければならない。 

（財政措置） 

第７条 市は、手話その他コミュニケーション手段に関する施策を積極的に推進するために必

要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


